
令和７年度第２回平塚市成年後見制度利用促進協議会次第 
 

日 時 令和８年３月１１日（水） 
１４：００～１４：４０ 

場 所 平塚市福祉会館 ２階 第２会議室 
 

 

１ 福祉部長挨拶 

 

 

２ 議題 

（１）成年後見制度利用促進に関する取り組みについて 
ア 平塚市の中核機関の取り組みについて 

 イ 市長申立て、報酬助成について 

 

（２）その他 

 

以 上 

 



所　属
平塚市成年後見制度利用促進
協議会規則第3条各号

氏　名

1 公益社団法人神奈川県社会福祉士会 第1号（専門職） 田中　晃

2
公益財団法人成年後見センター・
リーガルサポート神奈川県支部

第1号（専門職） 髙木　英恵

3 神奈川県弁護士会 第1号（専門職） 石森　加奈子

4
公益社団法人コスモス成年後見サポートセ
ンター神奈川県支部小田原東地区

第1号（専門職） 深澤　　敦

5 東京地方税理士会 第1号（専門職） 小原　勝己

6 東海大学健康学部健康マネジメント学科 第2号（学識経験者） 島﨑　由宇

7 平塚市地域包括支援センター　ごてん 第3号（関係団体） 永田　亜由美

8 平塚市手をつなぐ育成会 第3号（関係団体） 長橋　尚子

9
特定非営利活動法人
ＮＰＯ成年後見湘南

第3号（関係団体） 前橋　克次

＜事務局＞

所属 役職 氏名

平塚市福祉部 部　　長 田中　恵美子

平塚市福祉部福祉総務課 課　　長 脇田　篤史

平塚市福祉部福祉総務課 課長代理 杉﨑　哲也

平塚市福祉部福祉総務課 主　　査 木村　孝子

平塚市福祉部福祉総務課 主　　任 久保　茉莉子

平塚市社会福祉協議会 常務理事兼事務局長 岩﨑　浩臣

平塚市成年後見利用支援センター
（いきいき生活支援課）

課　　長 久保川　宏一

平塚市成年後見利用支援センター
（いきいき生活支援課）

主　　管 光野　邦彦

平塚市福祉部高齢福祉課 課長代理 佐草　牧恵

平塚市福祉部障がい福祉課 課長代理 小泉　浩之

平塚市福祉部生活福祉課 課長代理 磯崎　信一

平塚市成年後見利用制度促進協議会委員（R6.10.1～R8.9.30）



資料１－１

4月1〜30日 5月1〜31日 6月1〜30日 7月1〜31日 8月1〜31日 9月1〜30日 10月1〜31日 11月1〜30日 12月1〜31日 1月1〜31日 2月1〜28日 3月1〜31日

土曜開所日
（4/5)

成年後見調整会議
（5/7）

成年後見調整会議
（6/4）

成年後見調整会議
（7/2）

土曜開所日
(8/2)

市民後見人養成講座
実践研修体験実習

（9/4)

土曜開所日
(10/4)

成年後見調整会議
（11/5）

成年後見調整会議
（12/3）

成年後見調整会議
（1/7）

成年後見調整会議
（2/４）

応急事務管理会議全
体会議（3/2）

成年後見調整会議
（4/9）

後見サポーター全体
会（5/9）

土曜開所日
(6/7)

市民後見人養成講座
実践研修（7/3)

親族後見人講習会
『家族のための成年
後見実務ガイド』

（8/2）

出張講座：成年後見
制度について（環境

保全課）（9/10)

市民後見人養成講座
実践研修（10/6)

出張講座：市民後見
人養成講座「権利擁
護の実務」(11/6)

土曜開所日
(12/6)

土曜開所日（午前）
(1/17)

土曜開所日
(2/7)

成年後見調整会議
（3/4）

ケース検討調整会議
(4/23）

土曜開所日（午前）
（5/17)

企画運営会議
(6/19)

市民後見人養成講座
実践研修（7/17)

高齢者及び障がい者
虐待防止ネットワー

ク協議会(8/５)

成年後見調整会議
（9/10）

成年後見調整会議
（10/8）

後見サポーター全体
会

(11/12)

親族向け成年後見予習
セミナー（12/19)

専門相談
(1/21)

包括研修『後見開始
申立について』

(2/12)

講座 成年後見制度
の見直し（3/4)

専門相談
(4/23)

ケース検討調整会議
(5/21）

専門相談
(6/19)

後見サポーター全体
会（7/19）

成年後見調整会議
（8/6）

出張講座：成年後見
制度について（ポコ
ポコの会）（9/14）

市民後見人養成講座
実践研修（10/9)

成年後見制度講座
（11/15)

企画運営会議
(12/24)

出張講座：成年後見
制度について（ひら
つかケアネット：く
じら訪看）（1/23)

出張講座：成年後見
制度について（地域

作業所連絡会）
(2/13)

講座 親族後見人講習会
「家族のための後見実務

ガイド」（3/5)

専門相談
(5/21)

親族向け成年後見予
習セミナー（6/27）

土曜開所日（午前）
(7/19)

ケース検討調整会議
(8/20）

成年後見制度利用促進
協議会（9/19）

FMナパサ「バリア！
フリフリ天国」成年
後見制度について
進和学園（10/20)

土曜開所日（午前）
(11/15)

ケース検討調整会議
(12/24）

後見サポーター全体
会（1/27）

権利擁護講演会「任
意後見制度につい

て」(2/18)

後見サポーター全体
会

(3/5)

福祉事業所合同説明
会

（5/23）

ケース検討調整会議
(7/23）

専門相談
(8/20)

土曜開所日（午前）
(9/20)

ケース検討調整会議
(10/22）

専門相談
(11/19)

専門相談
(12/24)

意思決定支援研修
（1/27）

ケース検討調整会議
(2/18）

成年後見制度利用促進
協議会（3/11）

成年後見制度講座
（5/28）

専門相談
(7/23)

講座：成年後見申立
手続き（育成会）

（8/25)

ケース検討調整会議
(9/24）

専門相談
(10/23)

ケース検討調整会議
(11/19）

高齢者及び障がい者
虐待防止等ネット

ワーク協議会
（1/29）

専門相談
(2/18)

企画運営会議
(3/18)

市民後見人養成講座
実践研修（7/ 31)

講座：成年後見事
業・日常生活自立支
援事業について：よ
ろず松ヶ丘（8/29)

専門相談
(9/24)

湘南西部成年後見制
度利用支援連絡会

（11/20）

研水会旭まるっと出
展（1/31)

フォローアップ研修
第２回(2/18)

土曜開所日（午前）
(3/21)

権利擁護講演会：『任
意後見制度と死後事務
委任契約』について

（8/29)

企画運営会議
(9/24)

成年後見制度利用促
進連絡・調整会議

（11/29）

第22回平塚市成年後
見支援ネットワーク

連絡会(2/20)

専門相談
(3/25)

後見サポーター全体
会（9/25）

ケース検討調整会議
（3/25）

市民後見人フォローアッ
プ研修意思決定支援

（9/25)

市民後見人養成講座
実践研修（9/25)

    平塚市成年後見利用支援センター 令和7年度業務概況（総括表）※出張講座等は別紙資料参照



資料１－２

４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 １０月 １１月 １２月 １月 2月 ３月
合計（初回・

継続別）
4～6月 7～9月

10～
12月

1～3月

開所
日数

開所
日数

開所
日数

開所
日数

開所
日数

開所
日数

開所
日数

開所
日数

開所
日数

開所
日数

開所
日数

開所
日数

のべ
開所日数

開所日数 開所日数 開所日数 開所日数

22 20.5 22 22.5 21 20.5 23 18.5 21 19.5 210.5 64.5 64 64.5 59 252

初回 11 13 28 23 12 24 26 12 20 15 184 7 70 61 51 59 241

継続 68 27 38 33 32 44 63 66 37 40 448 132 144 112 89 477

初回 4 2 5 3 1 1 1 3 4 6 30 8 9 12 13 42

継続 20 17 15 9 11 12 11 7 13 16 131 15 48 39 57 49 193

初回 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

継続 12 9 3 5 1 8 2 19 2 5 66 13 10 10 7 40

115 68 89 73 57 89 103 107 76 82 0 0 4.08 271 263 242 217 3.94

4/5
土曜
開所

5/17
土曜
午前
開所

6/7
土曜

　開所

7/19
土曜
午前
開所

8/2
土曜

　開所

9/20
土曜
午前
開所

10/4
土曜
開所

11/15
土曜
午前
開所

12/6
土曜
開所

1/17
土曜
午前
開所

2/7
土曜

　開所

3/21
土曜
午前
開所

4/6,6/1
土曜
開所
5/18

土曜午前
　開所

8/3
土曜
開所

7/20,9/21
土曜午前

　開所

10/5,12/7
土曜
開所

11/16
土曜午前

　開所

2/1
土曜
開所

1/18,3/15
土曜午前

　開所

日時 日時

場所 場所

＜予定＞
令和８年２月１８日（水曜）
令和８年３月２５日（水曜）
＜実施＞
令和７年４月２３日（水曜）
令和７年５月２１日（水曜）
令和７年６月はケースなく中止
令和７年７月２３日（水曜）
令和７年８月２０日（水曜）
令和７年９月２４日（水曜）
令和７年１０月２２日（水曜）
令和７年１１月１９日（水曜）
令和７年１２月２４日（水曜）
令和８年１月はケースなく中止

平塚市成年後見利用支援センター　令和７年度　相談件数等及び会議開催状況（年度）１月末時点
期間別内訳 合計 相談

経路別
内訳

(実件数)

参考：前年度（令和６年度）

相談
区分
別計

一日当た
り平均件

数

合計（初
回・継続

別）

相談
区分
別計

一日当た
り平均件

数
Ａ）保健福
祉機関・施
設等からの

相談

相
　
談

電
話 632 3.00 2.85

Ｂ）親族・知人
等からの相談

来
所 161 0.76 235 0.93

718

0.16

合計 859 993

備考

訪
問 66 0.31 40

専門相談
4/23,5/21,6/18,7/23,8/20,
9/24,10/22,11/19,
12/24,1/21
2/18,3/25

専門相談
4/26,5/22,6/19,7/24,8/21,
9/18,10/23,11/20,
12/25,1/22
2/19,3/19

会
 

議
 

開
 

催
 

状
 

況

成年後見支援ネットワーク連絡会 ケース検討調整会議 企画運営会議

第1回
令和7年8月22日(金)開催

＜予定＞
第2回

令和8年2月20日（金）開催

＜予定＞
令和８年３月２５日（水曜）
＜実施＞
令和７年６月１９日（木曜）
令和７年９月２４日（水曜）
令和７年１２月２４日（水曜）

平塚栗原ホーム　３階　大会議室 平塚栗原ホーム　３階　大会議室 平塚栗原ホーム　３階　大会議室 　平塚栗原ホーム　3階　小会議室

　大森淳：センター長（弁護士）
   出縄守英：（社福）進和学園理事長
　鈴木眞理子：社会福祉士　　　　　計　３名

内容
・平塚市成年後見利用支援センターの事業概要
・参加団体・機関等における「成年後見及び権利擁護に
関する取組状況」

　法テラス職員による業務説明会
・法テラスの使い方
・民事法律扶助について
・参加者からの事前質問への回答
・事例を用いたグループワーク

・ご本人の判断能力低下・不十分によ
る生活の維持が困難なケースに関す
る検討会議
・件数１７件
（高齢１２件・障がい５件）

内容

　・　平塚市成年後見利用支援センターの運営状況
　・　個人受任（追加選任）の推薦について（１件）
　・　後見サポーターのマッチング(２件）
　・  市民後見人の養成
 
　など

出席者
専門職団体，包括，相談支援事業所，
福祉関係団体，福祉施設，医療機関，
金融機関，行政（市担当課を含む）等

専門職団体，包括，相談支援事業所，福祉関
係団体，福祉施設，医療機関，金融機関，行

政（市担当課を含む）等

専門職５団体，当事者・家族3団体，セ
ンター長

出席者



資料１－３

番
号

日にち 曜日 時間 場所 主催団体等名称 内容等 対象
参加者数

(単位：人)、
再生回数

備考

1 5月23日 金
11時50分～
12時20分

平塚総合体
育館

湘南ひらつか福祉事業所合同説
明会・見学会実行委員会

成年後見制度について 合同説明会参加者 48

2 5月28日 木
13時30分～
15時30分

平塚栗原ホー
ム

平塚市成年後見利用支援セン
ター

成年後見制度講座 市民 41

3 6月27日 金 14時～16時
平塚栗原ホー

ム
平塚市成年後見利用支援セン

ター
親族向け成年後見予習セミナー 市民 31

4 8月2日 土
14時～15時

30分
平塚栗原ホー

ム
平塚市成年後見利用支援セン

ター
親族後見人講習会「家族のための成年後
見実務ガイド」

親族後見人、将来後
見人を目指す方

35

5 8月25日 月
10時30分～

12時
平塚市福祉

会館
平塚市手をつなぐ育成会 成年後見申立手続について 育成会会員 12

6 8月29日 金
10時15分～11

時15分
松ヶ丘公民館

平塚市高齢者よろず相談センター
まつがおか

成年後見制度、日常生活自立支援制度
について

民生委員、自治会、
郵便局、地域サロ

ン、福祉施設
28

7 8月29日 金 14時～16時
平塚栗原ホー

ム
平塚市成年後見利用支援セン

ター
権利擁護講演会「任意後見制度と死後事
務委任契約」について

市民 70

8 9月10日 水
13時30分～
14時30分

平塚市役所
619会議室

平塚市環境保全課 成年後見制度について 市民団体 9

9 9月14日 日 10時～12時
平塚市西部
福祉会館

ポコポコの会（ダウン症を持つ子と
親の会）

成年後見制度について（初めて制度のこ
とを聞く方を対象に）

ポコポコの会会員 10

10 9月25日 木
10時30分～

12時
平塚栗原ホー

ム
平塚市成年後見利用支援セン

ター
公開講座　市民後見人養成講座「地域共
生社会の理念」

市民、養成講座受講
生

12
サポー

ター全体
会兼ねる

11 9月25日 木
13時～14時

30分
平塚栗原ホー

ム
平塚市成年後見利用支援セン

ター
市民後見人フォローアップ研修
意思決定支援の基礎

市民後見人、後見支
援員

6
うち市民
後見人3

名

12 10月20日 月
20時～20時

半
FMナパサ 進和学園

FMナパサ「バリア！フリフリ天国」成年後
見制度について

市民
ラジオの
為集計不

可

13 11月6日 木
9時30分～12

時30分
平塚栗原ホー

ム
平塚市成年後見利用支援セン

ター
公開講座　市民後見人養成講座「権利擁
護（成年後見）の実務」

市民、養成講座受講
生

8

14 11月15日 土
13時30分～
15時30分

平塚栗原ホー
ム

平塚市成年後見利用支援セン
ター

成年後見制度講座 市民 32

15 12月19日 金 10時～12時
平塚栗原ホー

ム
平塚市成年後見利用支援セン

ター
親族向け成年後見予習セミナー 市民 17

会場7名
オンライン

10名

16 1月23日 金
18時半～18時

半

くじら訪問看
護ステーショ

ン
ひらつかケアネットWORK 成年後見制度について（基礎的な内容）

ケアマネジャー、訪
問看護師等

7

17 1月27日 火 14時～16時
平塚栗原ホー

ム
平塚市成年後見利用支援セン

ター
意思決定支援研修

福祉、医療、行政関
係者

22
会場１１名

オンライン１１名

全体会兼ねる

18 2月12日 木 10時～11時半
平塚栗原ホー

ム
平塚市地域包括ケア推進課

地域包括支援センター研修　「後見開始
申立て手続について」

包括職員、生活福祉
課職員

19 2月13日 金
18時15分～
19時45分

福祉会館 平塚市地域作業所連絡会 成年後見制度について（基礎的な内容）
地域作業所連絡会

会員

20 2月18日 水 15時～17時
平塚栗原ホー

ム
平塚市成年後見利用支援セン

ター
権利擁護講演会「任意後見制度につい
て」

福祉、医療、行政関
係者

フォローアッ
プ研修兼ねる

21 3月4日 水 10時～12時
平塚栗原ホー

ム
平塚市成年後見利用支援セン

ター
成年後見制度見直しの動向 市民

22 3月5日 木 10時～12時
平塚栗原ホー

ム
平塚市成年後見利用支援セン

ター
親族後見人講習会「家族のための成年後
見実務ガイド」（平日開催）

親族後見人、将来後
見人を目指す方

サポーター全
体会兼ねる

令和7年度　平塚市成年後見利用支援センター普及・広報事業「成年後見制度出張講座」等の状況



資料１－４

年 次

（1） 応募資格

（2） 定員

（3） 説明会日程
12月15日（土）午後、12月

18日（火）夜
11月 5日（火）夜、11月11日

（月）午後
11月12日（水）夜、11月15日

（土）午後
11月4日（水）夜、11月10日

（火）午後
5月13日（土）午前、5月17

日（水）午後
８月４日（土）午後、８月２７日

（月）午後
9月12日（土）午前、15日（火）

午後、17日（木）午後
（動画配信）8月1日（月）～9月

15日（木）
８月２９日（木）午後

平塚市役所 平塚栗原ホーム 平塚栗原ホーム

（5） 広報 市広報11月16日号 市広報10月18日号 市広報10月17日号 市広報10月2日号 市広報4月7日号 市広報6月15日号
市広報7月17日号、タウン

ニュース7月23日号
市広報7月15日号、タウン

ニュース8月4日号
市広報7月19日号、タウン

ニュース8月8日号

（6） 参加者数 36名 20名 31名 7名 9名 40名 19名 動画視聴24名、対面1名 対面14名、WEB4名

（7）
申込／

受講決定
14名/14名 14名／14名 15名／15名 6名／6名 4名／4名 14名／14名 12名／12名 10名／10名 14名／1２名

全4日間の日程を、1月・2月の
平日に開催。

全4日間の日程を、1月・2月の
土曜日に開催。

全4日間の日程を、10月6日
（土）、26日（金）、11月10日
（土）、28日（水）に開催。

全4日間の日程を、10月31日
（土）、11月12日（木）、21日
（土）、26日（木）に開催。

全4日間の日程を、10月13日
（木）、10月28日（金）、11月11

日（金）、25日（金）に開催。

全4日間の日程を、10月17日
（木）、10月31日（木）、11月14

日（木）、2８日（木）に開催。

必修科目を含め、75％以上
（受講時間数）の出席により修
了認定。また、指定する関連講
座等（県社協の基礎研修を含
む）の受講を振替受講と認め
た。

必修科目を含め、75％以上
（受講時間数）の出席により修
了認定。また、コロナウイルス感
染症対策の観点から講座のビ
デオ視聴を振替受講と認めた。

必修科目を含め、75％以上（受
講時間数）の出席により修了認
定。

必修科目を含め、75％以上
（受講時間数）の出席により修
了認定。

（9） 会場
平塚保健

福祉事務所
第1・2日：神奈川県社会福祉
会館，第3・4日：平塚市役所

第1・3日：平塚栗原ホーム、第
2・4日：平塚市役所

平塚栗原ホーム 平塚栗原ホーム 平塚栗原ホーム

（10） 修了判定
11名修了認定

3名不認定
13名修了認定

1名不認定
14名修了認定

1名不認定
6名全員修了認定 4名全員修了認定

12名修了認定
2名不認定

10名修了認定
2名不認定

９名修了認定
１名不認定

12名全員修了認定

（1）
申込／

受講決定
10名／10名 13名／13名 13名／13名 6名／6名 4名／4名 4名／4名 6名/6名 6名/6名 ７名/７名

（2） 研修日程
10月3日（木曜）～12月19日

（木曜）までの7日間
10月7日（火曜）～12月11日

（木曜）までの8日間
7月16日（木曜）～11月5日

（木曜）までの9日間
7月19日（火曜）～11月2日

（水曜）までの9日間
9月27日（水曜）～12月7日

（木曜）までの9日間
6月11日（火曜）～1月29日（水

曜）までの6日間
6月14日（月曜）～12月末日ま

での8日間
6月12日（月曜）～10月31日
（水曜）までの8日間

7月3日（木曜）～11月6日（木
曜）までの7日間

（3） 会場
平塚栗原ホーム、横浜家庭
裁判所、かながわ県民セン

ター

平塚栗原ホーム、平塚市保健
センター、横浜家庭裁判所、か

ながわ県民センター

平塚栗原ホーム、平塚市保健
センター、横浜家庭裁判所

平塚市保健センター、平塚栗
原ホーム、横浜家庭裁判所

平塚栗原ホーム、平塚市役
所、茅ヶ崎市社会福祉協議

会、横浜家庭裁判所

平塚栗原ホーム、平塚市役所、
横浜家庭裁判所（小田原支部）

平塚栗原ホーム、小田原合同
庁舎

平塚栗原ホーム、横浜家庭裁判
所（小田原支部）

平塚栗原ホーム、横浜家庭裁
判所（小田原支部）

（4） 修了判定 10名中10名修了認定 13名中13名修了認定 13名中11名修了認定 6名中5名修了認定 4名全員修了認定 4名全員修了認定 6名全員修了認定 6名全員修了認定 7名中6名修了認定

（1）
申込及び
採用者

7名申込：7名採用
（6名退職）

12名申込：10名採用
（5名退職）

8名申込：8名採用
（4名退職）

5名申込：5名採用
4名申込：3名採用

(1名退職)
2名申込：2名採用 4名申込：4名採用 5名申込：５名採用

（2） 位置づけ

（3） 支援員活動

（8） 研修日程

市内在住・在勤・在学の18歳以上の方

第一期
（Ｈ２４年度〜）

第二期
（Ｈ２５年度〜）

第三期
（Ｈ２６年度〜）

第四期
（Ｈ２７年度〜）

第五期
（Ｈ２９年度〜）

第六期（Ｈ30年度〜)
権利擁護人材育成講座

として開催

第七期（R2年度〜)
権利擁護人材育成講座

として開催項目    

第九期（R6年度〜)
権利擁護人材育成講座

として開催

定員なし

会場

県平塚保健福祉事務所 県平塚合同庁舎

説明会に出席していることが、養成講座の応募要件。
　※第二期については、同時期に開催している県央（海老名及び綾瀬）における説明会の出席も可。

  平塚市における市民後見人養成の状況（令和８年１月３１日現在）

平塚市市民後見人養成講座（実践研修）を修了された方の申し込みに基づき、選考のうえ、平塚市社会福祉協議会の実施する法人後見事業の後見支援員（以下、「後見サポーター」という）として、後見活動に従事いただく。第一期を平成26年10月1日付、第二期を平成27年8月1日付、
第三期を平成28年8月1日付、第四期を平成29年8月1日付、第五期を平成30年8月1日付、第六期を令和2年10月1日付、第七期を令和４年９月１日付で採用。第八期を令和６年５月１日付で採用。

【後見サポーター】後見サポーターは、修了された方２人１組で、ケースを担当。この場合、あらかじめ、主担当と副担当を決めておく。担当ケースは、法人後見事業で受任している成年被後見人等の人数やその方々の支援内容等に応じ、個別に判断。したがって、後見サポーターとしての活
動の申し込みされた方全員が、同時に、後見活動に従事し始めるのではなく、順次、活動。通常の活動は、２人組で従事。急を要する場合には、主担当が単独で対応。ただし、主担当の都合がつかない場合など、やむを得ないときは、副担当が単独で対応もありうる。後見サポーターとして
の後見活動は、通常、月に１～２回の従事を想定。１回あたりの活動は、①活動前の準備・打合せ等、②後見活動（移動）、③活動後の書類作成・報告等をふくめ、おおむね３時間程度。
また、担当するケースへの従事以外に、後見サポーター全員による情報交換と研修等を目的とした「全体会」を年に６回開催。
【市民後見人の後見等選任者数】２１件（累計）

第八期（R4年度〜)
権利擁護人材育成講座

として開催

平塚栗原ホーム/平塚市役所

２
　
実
践
研
修

３
 

後
見
サ
ポ
ー
タ
ー
活
動
の
状
況

全4日間の日程を、2月2日、
9日、16日、23日の土曜日に

開催。

全4日間の日程を、1月18日
（月）、26日（火）、2月9日
（火）、23日（火）の平日に開
催。

全4日間の日程を、7月25日
（火）、8月2日（水）、24日
（木）、31日（木）の平日に開
催。第１日～第３日は、一日単位で、他の地域の講座を振り替え受

講可。　※半日単位等、日を分割した受講不可。第４日は、「事
例検討」実施のため、平塚市で受講しなければならない（他地
域講座を振り替え受講不可）。

平塚栗原ホーム

１
　
基
　
礎
　
研
　
修

平塚市に在住で、基礎研修受講年度の3月31日現在で満25歳以上の方（年齢上限無し）

25名 15名

（4）



市民後見人の選任状況（令和８年１月末現在） 資料１－５

1 A 後見 H28年3月 H25年9月 ７０歳代 特養
H28年8月
ご本人死去により後見事務終了

2 B 後見 H28年3月 H25年9月 ９０歳代 グループホーム
H29年9月
ご本人死去により後見事務終了

3 C 後見 H28年3月 H26年4月 ８０歳代 グループホーム
R1年8月
ご本人死去により後見事務終了

4 D 後見 H29年12月 H27年1月 ８０歳代 特養
R5年1月
ご本人死去により後見事務終了

5 E 後見 H29年12月 H27年2月 ８０歳代 グループホーム 市民後見人第２期

6 F 保佐 H30年11月 H27年6月 ８０歳代
住宅型有料
老人ホーム

R5年9月
ご本人死去により保佐事務終了

7 G 後見 R元年11月 H30年4月 ９０歳代
住宅型有料
老人ホーム

市民後見人第２期

8 H 保佐 R2年１月 H29年11月 ８０歳代 特養
R2年9月
ご本人死去により保佐事務終了

9 I 補助 R2年2月 H29年12月 ９０歳代 グループホーム
R4年8月
ご本人死去により補助事務終了

10 J 後見 R3年4月 H28年11月 ９０歳代 グループホーム
R3年10月
ご本人死去により後見事務終了

11 K 後見 R3年5月 H28年７月 ８０歳代 特養
R7年4月
ご本人死去により後見事務終了

12 L 後見 R5年8月 H30年2月 ６０歳代 入院中 市民後見人第２期

13 M 保佐 R５年８月 H25年6月 ７０歳代 在宅
R7年2月5日
市民後見人の健康上の事由に
より家庭裁判所から辞任許可

14 O 後見 R5年12月 R２年3月 ８０歳代 グループホーム 市民後見人第６期

15 P 後見 R5年12月 H27年６月 ７０歳代 特養 市民後見人第４期

16 Q 後見 R5年12月 R2年３月 ８０歳代 特養
R６年８月
ご本人死去により後見事務終了

17 R 保佐 R6年８月 H27年６月 ８０歳代 特養 市民後見人第５期

18 S 後見 R７年２月 R４年３月 ７０歳代 有料 市民後見人第７期

19 T 後見 R７年２月 H2９年１０月 ８０歳代 特養 市民後見人第７期

20 U 後見 R7年１２月 R3年４月 ８０歳代 グループホーム 市民後見人第８期

21 V 後見 R7年１２月 R5年８月 ７０歳代 グループホーム 市民後見人第８期

特記事項類型
追加選任年

月
後見等

開始年月
年齢 居所



資料１－６

令和７年度　市長申立要請及びケース検討調整会議の状況 R8.2末現在

期間：令和７年４月１日～令和８年２月２８日 （単位＝人）

市長申立て相談対応結果

ケース検討
調整会議

その他 合計

19 0 19

依頼者内訳

平塚市高齢
者よろず相談

センター

居宅介護
支援事業

所
医療機関

平塚市福
祉事務所

その他 合計

6 1 1 4 7 19

ケース検討調整会議結果

件数
市長申立
決定（市）

成年後見制度利用及び市長申立てが必要とされた件数 12 12

成年後見制度利用は必要であが、申立人は市長以外 2 0

その他 5 0

根拠法 要請時の類型（要請者の見立てを含む） 性別

老人福祉法
知的障害
者福祉法

精神障害
者保健福

祉法
合計 後見 保佐 補助 合計 男性 女性 合計

14 5 19 17 2 0 19 12 7 19

後見人候補者 ※１案件につき複数の士業等の選択あり

弁護士
社会福祉

士
司法書士 行政書士 税理士 市民後見人

平塚市
社協

NPO成年
後見湘南

精神保健
福祉士

家裁に
一任

4 1 3 2 2 8 1

備考

検討結果 備考



資料１－７ 

 

平塚市の市長申立と報酬助成の状況（令和８年１月末現在） 

１ 平塚市市長申立について 

 平塚市市長審判請求実施要綱に基づき、申し立てを行う者がいない方に対し、平塚市長が申し

立てを行っている。 

  

 

２ 報酬助成について 

 平塚市成年後見制度利用支援事業実施要綱に基づき、助成を受けなければ報酬の支払いが

困難であると認められる場合に助成を行っている。 

  

令和3年度 令和4年度 令和5年度 令和6年度 令和7年度

認知症高齢者 10 20 16 23 8

知的障がい者 5 4 4 3 1

精神障がい者 1 3 7 8 3

合計 16 27 27 34 12
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市長申立の件数

認知症高齢者 知的障がい者 精神障がい者 合計

令和3年度 令和4年度 令和5年度 令和6年度 令和7年度

６５歳以上 21 16 24 25 26

６５歳未満 1 4 11 13 9

計 22 20 35 38 35
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